
RETIO. 2005.  2  NO.60

60

賃貸に供せられていた建物を競売により取

得し賃貸人の地位を承継した新所有者が、賃

借人に対し、賃料不払いを理由として賃貸借

契約を解除したと主張して、本件建物の明渡

及び賃料相当損害金の支払を求め、他方、賃

借人は保証金返還債権と賃料支払債務との相

殺を主張した事案において、賃貸人の地位を

承継した競落人は本件保証金債務は承継しな

いとした事例（東京地判 平成16年６月30日

判決 請求一部認容　控訴　金融・商事判例

1201号46頁）

１　事案の概要

平成14年７月、Ｘは、訴外Ａと賃借人Ｙ間

で、昭和62年６月に締結された賃貸借契約

（以下「本件賃貸借契約」という。）が存する

建物を競売により取得し、賃貸人の地位を承

継した。

本件賃貸借契約は、①月額賃料60万円、②

賃貸借期間 昭和62年６月から昭和72年（平

成９年）６月までの10年間、③保証金６,000

万円を内容とするものであるが、保証金に関

しては、「#保証金は10年間据置きし、11年

目から保証金額の70パーセントを10年間均等

に分割弁済し、保証金の30パーセントは敷金

に振り替える。E本契約が解除された場合、

Ａは#に従い保証金を返還するものとする。

ただし、ＹがＹと同等以上の条件をもって第

三者を誘致し、Ａの承諾を得た場合は、その

新たな預託された保証金をもって、Ｙに一時

に全額を返済する。$Ａは賃貸借が終了し、

Ｙが賃貸借室の明渡しを完了し、Ａに対する

一切の債務を完了したときに敷金の全額を返

還するものとする。」との定めがあった。

なお、本賃貸借契約は法定更新された。

Ｘは、Ｙが平成14年６月28日以降同年10月

末日までの賃料等258万円余を支払わなかっ

たので、平成14年11月、上記賃料の支払の催

告をするとともに、Ｙが支払わないときは、

本件契約を解除する旨の意思表示をした。こ

れに対し、Ｙは、Ｘは賃貸人の地位を承継し

たことによって、Ａの負担する本件保証金債

務を負担したとし、平成14年９月19日到達の

書面をもって、平成14年６月19日に弁済期が

到来した420万円について、平成14年７月分

から翌15年１月分までの７か月分の賃料債務

とその対等額で相殺する旨意思表示をした。

しかるに、Ｙが平成15年１月以降５月まで

に299万円余を支払ったので、Ｘは、これを

平成14年６月分の一部、同年７月から10月ま

での賃料、及び11月分の一部金に充当した。

Ｘは、Ｙに対し、本件建物の明渡し、未払

賃料及び賃料相当損害金として平成14年11月

分の残金、平成14年12月分以降分の支払を求

めて提訴した。

２　判決の要旨

これに対し、裁判所は保証金債務をＸが承

継するかについて次のような判断を下した。

盧 賃貸借契約によると、Ａは、本件契約の
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際に保証金を預かり、うち70パーセントを

11年目から10年間均等返済することを約し

ていることが認められ、この保証金の差し

入れがあって始めて本件契約が成立したも

のということができる。

盪 他方、契約途中において解約となった場

合にも、同様に、すなわち保証金の70パー

セントは、弁済期は10年後から10年間の均

等返済になり、30パーセントは敷金として

処理され、本件保証金債務は契約終了とと

もに清算されること、例外的に新たな賃借

人が保証金を入れた場合にのみ、その預託

された保証金を持って支払うとされてお

り、賃貸人の資金をもって返済されること

は予定されていない。

蘯 契約終了にあたっては、契約中にＹが負

担すべき債務が発生した場合には、その返

済があって始めて敷金の返還が予定されて

おり、本件保証金債務は返済が予定されて

いないこと。

盻 これらの事情からすると、本件保証金債

務はその存続や終了において本件契約に随

伴するものとはいえず、かえってその処理

は本件契約と別個の清算を予定していると

認められる。

眈 上記本件保証金債務の負担が本件契約の

際に必要であることをもって、本件保証金

債務の負担が本件契約と密接に関連し、本

件契約に随伴するものということはできな

い。

眇 以上のとおりであるから、被告の相殺の

抗弁は理由がない。

３　まとめ

現在、実務上敷金とは明確に別異の趣旨で

保証金という用語を用いている事例は少な

い。居住用の賃貸借では「敷金」、店舗・事

務所の賃貸借の場合には「保証金」という名

目が多いようであるが、同義異語であること

が多い。

「保証金」は、厳密には敷金が賃貸借契約

によって生じる債務を担保する金銭とは異な

り、賃貸借契約とは別個に締結された金銭消

費貸借契約に基づく借受金であるといえるの

で、最高裁判所は、賃借中に建物が売買など

により譲渡された場合「賃貸借契約と密接な

関係に立つ敷金返還債務は新所有者に承継さ

れるが、保証金返還債務は特段の合意がない

限り当然には新所有者に承継されない」と判

示している（最判昭51・３・４）。

最近の裁判例に照らすと、敷金か保証金か

の区別は、その用語や契約文言等を離れて、

実質的、機能的に判断してこれを判別するも

のが多い。

本判決は、保証金の70パーセントを11年目

から10年間の均等返済する約定があること、

30パーセントは敷金として処理されるなどの

ことから、本件保証金について賃貸借契約と

の密着性、随伴性を否定して保証金返還債務

はＸに承継されないと認定したものである。

控訴審での判断に注目したい。


